
 

賃上げ・人手不足対応に伴う助成金活用 
物価高騰や最低賃金引上げ等の環境変化に対応するため、専門家（社会保険労務士）による個別相談会を

開催いたします。賃上げや人手不足解消に向けた助成金活用や労務環境整備をアドバイスします。 

事前に予約をいただき、お気軽にご参加ください。 

 

 【日 時】  令和８年  ４月１５日（水）、５月１５日（金）、６月１５日（月） 

【予約制】        ７月１５日（水）、８月２０日（木）、９月１５日（火） 

各日 午前 ①10:00-12:00  午後 ②13:00-15:00  ③15:00-17:00 

【対象者】  会員・非会員問わず（申請代行ではなく、申請サポートとなりますのでご了承願います）    

【場 所】  茅野商工会議所   

【相談員】  社会保険労務士 

【申込み】   申込書に必要事項ご記入のうえ、FAXまたはお電話にてお申込み下さい。 

 

【補助事業の活用例】 

（下記の事例はあくまでイメージです。実際の状況に応じて内容等が異なります） 

■ 業務改善助成金（国）、業務改善助成金上乗せ補助（県）、賃上げ環境整備促進補助金（県）他 

生産性向上を通じて最低賃金を引き上げるなどに対応した賃金規定改定、就業規則改定など 

事例：製造業社員 2名（内パート 1） 令和 6年 9月パート社員 1名の最低賃金を時給 45円ア

ップし、150 万円の業務効率化のための機械設備を導入して 80 万円の業務改善助成金を受給。 

■ キャリアップ助成金 

人材採用・定着 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアップや高齢者の無期転換を促進他 

  事例：製造業社員 9名（内パート 3名） 令和 6年 12月有期雇用のパート 1名を正社員に 

  転換して 3％の賃金アップを行い、キャリアアップ助成金を受給（40万円×2回で計 80万円）。 

 

（主催）茅野商工会議所・茅野中小企業相談所 TEL.７２－２８００ FAX.７２－９０３０ 

 

 

事業所名  TEL  

参加者名 
フリガナ 

相談内容 

（いずれか

に✓） 

□ 賃上げ・最低賃金引上げなど 

□ 人手不足など 

□ 事業環境変化に伴う労働環境整備 

□ その他 

（                ） 
mail 

 

希望日時 

□４月１５日（水）  □５月１５日（金）  □６月１５日（月） 

□７月１５日（水）  □８月２０日（木）  □９月１５日（火） 

午前 ①10:00-12:00  午後 ②13:00-15:00  ③15:00-17:00 

※ご希望の「日にち」と「時間」を選択（〇）してください。 

※ご記入いただいた情報は本相談会に関する運営のみに利用し、取扱いにつきましては個人情報保護法に則り適切に管理致します。 

「助成金制度説明、申請に関する・個別相談会」参加申込書 【事前予約をお願い致します】 

（切り取らずにそのままお送りください） 

事業環境変化対応型支援事業 

 

賃上げ・人手不足 対応個別相談会 

無料 


